
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和6年9月20日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和6年9月20日（金）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

高齢者福祉課 奥村課長、増田主任主事 

３ 件名 

福祉センターの指定管理期間の変更について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

（市長発言） 

・工事休館中は、施設に福祉避難所等の機能があることから市民生活に大きい影響が出

る。休館中の各施設等の代替案は利用者の視点に立って検討すること。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

142,690 千円 （うち特定財源

参考情報

案件提出
事由

②重要な施策（規程第4条第2項第2号）
ア　市民生活に大きな影響を及ぼす事項

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

今後の
スケジュール

白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例、白井市青少年女
性センターの設置及び管理に関する条例、白井市福祉作業所の設置及び
管理に関する条例

公共施設マネジメント課、危機管理課、生涯学習課、障害福祉課、社会福祉課

0 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

議会説明 3月議会 広報・ＨＰ等 無

・福祉センターの次回の指定管理期間を3年間とすることの可否について

工事休館時の課題について関係課と協議を行った。
・福祉作業所
工事休館中も、事業自体は停止せず、代替施設で実施することを予定している。
・老人福祉センター
市内の各老人憩いの家を利用いただく。
・青少年女性センター
主な機能が貸館になる。近隣の桜台センターを利用いただけると考えるため、今のとこ
ろ代替は考えていない。
・福祉避難所機能について
工事休館時の福祉避難所機能の代替を検討していく。

今後、休館中の各施設等の対応方法について、早めに方向性をまとめていく。

・Ｒ6.10月以降　令和7年度予算　債務負担行為計上
・Ｒ7.6月以降　令和8年度からの指定管理者募集開始
・Ｒ7.12月　12月議会に指定管理者指定の議案提出
議案決議後、新たな指定管理者と基本協定、予算議決後、年度協定の締結

項目 有無 方法（時期） 項目 有無

報道発表条例規則

令和 6 9

方法（時期）

20

付議書（行政経営戦略会議）

付議事案

カテゴリー

部課名 福祉部高齢者福祉課

福祉センターの指定管理期間の変更について

【現状】
・現在、福祉センター（老人福祉センター、青少年女性センター、福祉作業所の複合施
設）は、指定管理者による管理運営を行っており、　指定期間は令和3年4月1日から令
和8年3月31日までの5年間、指定管理料は総額225,901,000円である。
・平成17年3月策定（平成20年4月改正）の「公の施設の指定管理者制度導入に関する
指針」において、指定管理期間は5年間を基準としている。
・公共施設マネジメント課が策定している「公共施設個別施設計画」に基づき令和11年
度に長寿命化工事を予定している。なお、工事期間中は原則、施設は１年間閉鎖し指
定管理者を置かないという方向性が示されているものの、工事内容の検討結果により工
事期間、指定管理者の設置等について変動する可能性がある。
【課題】
・長寿命化工事について、工事の2年前に市民意見を参考にして基本設計を行うことか
ら、工事内容がどのように実施されるか工事期間を含め現時点では未定である。
・工事休館することにより、市民への不利益が発生するため、各施設機能において対応
を検討する必要がある。

・指定管理期間を変更することにより、長寿命化工事が終了するまでの間、安全
かつ速やかに工事を進めるとともに、円滑に指定管理運営に関する業務を進め
る。
・福祉センターの次回指定管理期間を長寿命化工事期間に被らないよう３年間
とする。（令和8年4月1日から令和11年3月31日まで）

まで）

無

有

年代 場所

無

目的 手段全ての年代 その他 大規模修繕・工事市内全域






